
「内閣府分権室」ってどんなところ?

　提案をいただいた案件につ
いて、省庁の担当者と折衝を行
います。当然、自分が担当する
案件について、事前によく研究
しておく必要があります。

　国会へ提出する法案の関係
資料にも携わります。ミスが許
されないため、入念にチェック
を行います。

この日は定時退庁日という
ことで、早めに仕事を切り上げ
て仲間と新橋へ。もちろん国会
対応や折衝により深夜まで仕
事をすることもしばしば。ちなみに18:15が終業時刻です。

自治体の皆様からいただい
た提案は案件ごとに担当班に
振り分けられます。「どこに支障
があるのか？」「改正の効果
は？」など、担当者との間でキャッチボールを繰り返しながら検
討を進めて行きます。

　霞ヶ関駅から徒歩10分、中
央合同庁舎4号館が私たちの
職場です。始業時刻は自治体よ
り遅めですが、やはり満員電車
に乗ることが多いです。
　出勤したらメールや新聞記事をチェックし必要な情報を室内
に共有します。

この日は近くの中華料理屋
で昼食。他省庁の食堂を利用
することや、お弁当を買ってく
ることも多いです。
霞が関には並んでも食べたいおいしいお店がたくさんあります。

　研修の打合せのために、全国
都市会館へ。特に最近は、提案の
掘り起こしのために自治体への
出張研修に力を入れています。
また、幹部の大臣や国会議員への説明に同行することも多
いです。

　情報共有や法令の研究のた
めに定期的に勉強会を開きま
す。室内向けの資料作りも調査
員の重要な仕事です。

以上、調査員の視点から分権室をご紹介しました。
提案を出すことに不安を感じている方もいらっしゃると

思いますが、調査員をはじめ室全体でサポートさせてい
ただきますので、身の回りの業務で感じた支障を私たち
にぶつけてください。地方の発展につながる提案は必ず
政府内で真摯に対応されます。
また、既存の制度を改革しようとする過程で得られた
知識や経験は地方自治に携わる職員としてのレベルアッ
プにもつながると思います。
室内一同たくさんのご提案・

ご相談をお待ちしております。

業務の紹介

調査員の一日

コ ラ ム

提案募集方式を
活用した

制度改善
出勤

相談の受付

9:30 関係省庁との調整15:00～

法制関係業務17:00～

退庁19:00～

10:00～

ランチ12:00～

外出13:00～

室内勉強会14:00～

内閣府地方分権改革推進室
調査員 岡村 悠平 （長野県から派遣）

「提案募集方式」は、全国の自治体の皆様から提案をいただき、国の制度の改革
につなげる取組ですので、間に立つ私たちは国・地方のどちらにも精通し業務を行
う必要があります。
そのため、職員もさまざまな省庁、自治体から集まり、50数人が各自の経験や

ネットワークを活かし、さまざまな角度から地方分権改革の推進に努めています。
　内閣府地方分権改革推進室（分権室）の仕事を国と地方の「窓口」として業務に
当たる自治体からの派遣職員（通称「調査員」）の視点でご紹介します。
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 提

案

地域の声

過疎地域における人流
及び物流の一体的確保

01事例

ポイント
これまで自動車運送事業者は旅客又は貨物の運送にそれぞれ特化し、原
則、「かけもち」することができなかったが、過疎地域において貨客混載が
可能となり、自動車運送事業者の生産性向上による人流・物流の持続可能
性を確保することにより、地域住民の利便性が向上

～過疎地域での乗用タクシーによる貨物の有償運送が
　可能となった旨を通知～

解決策 旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送
事業の許可をそれぞれ取得した場合には、
一定の条件のもとで、過疎地域における
タクシー車両を用いた貨物運送を可能に

生活用品を買いに行く
移動手段も注文による
配送手段も限られています

このままでは
継続が難しい

過疎地域等では貨物・旅客数
が限られ、事業経営の維持や
物流サービスの確保が困難

貨物輸送で
生産性アップ！

タクシー運転手 地域住民

地方

制度上の

支障
!地域の課題 な

ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

タクシーで貨物との
かけもちができる
ようになりました

かけもちができたら、
利便性が向上すると
思うのですが…

これからも
利用させて
いただきます

地方に対する規制緩和

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者が各々の資産・
人材を活用し、互いに補完しあい生産性の向上を図る！

みんなで「地域の足」を守っていこう

詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「94」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

（通知）

住民サービスの向上

●運送事業のかけもちによって、
過疎地域における人流・物流の
持続可能性を確保する

自動車運送事業者は、それぞれ
旅客又は貨物の運送に特化しており
原則、事業のかけもちができない

国
OK
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解決策 路線バスとコミュニティ
バス等の停留所を兼ねることが
可能である旨を明確化し、
周知します

 提案

路線バスの停留所から10m以内はその他の車両の駐停車が
禁止されている。しかし、地域公共交通活性化再生法に
基づく協議会で認められた場合、既存の路線バスと
コミュニティバス等の停留所を兼ねることが、地元警察の
判断で認められうる

地域の声

ポイント
地域公共交通会議等で認められた一定の路線バス停留所について、コミュニ
ティバス等の停留所としても利用可能である旨が明確化されることにより、
地域住民の利便性が向上

高齢者等を始め地域住民に
優しい地域交通の提供
～コミュニティバス等が路線バス停留所を利用する場合の
　基準の明確化～

02事例

乗り換えがラクに
なって助かります

明確化・周知することで
問題解決につながると
思われます 利便性の向上により利用者の増加が期待され、

住民の足としての地域公共交通の維持、確保につながる

同じ場所に停留所を
設置できるかもしれません

警察関係者が構成員として
加えられた地域公共交通会議等で
認められた場合、兼ねることが
可能である

停留所を同じ場所に
できないのかねぇ

地域住民

地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「96・162」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

路線バスとコミュニティバス等の
停留所が離れていて、
円滑な乗り継ぎを行うことが
できない

!地域の課題 な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

住民サービスの向上

●既存の路線バスとコミュニティバス
等との間での乗り継ぎ等において
住民の利便性が向上する

制度上の

支障 路線バスとコミュニティバス等の
停留所を兼ねることが認められる
ケースがある事が知られていない

地方

国
乗り
継ぎ移動時間ゼロ！
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解決策 ●自治体が、観光地等でのドローンの飛行を
　制限する条例を制定したり、口頭や
文書交付等によりドローンの飛行の中止等を
求めることが可能であることを明確化

●ドローンの飛行情報を関係者間で
共有できるシステムを構築

提案

・150m以上の高さの空域での飛行
・人口集中地区の上空での飛行
・夜間飛行
・イベント会場等の上空での飛行　等

「許可等が必要な飛行」

地域の声

観光地等での安全な
ドローン利用の確保

03事例

～悪質なドローン利用に対し、自治体が中止等を求める
　ことが可能である旨を明確化～

地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「88」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

ポイント
安全を脅かす可能性のあるドローン利用について、自治体が飛行中止等を
求めることができること、また、国と自治体が飛行情報を共有することによ
り、安全なドローン利用を確保（通知）

国と地方がより詳細なドローンの飛行情報を
共有することで、観光地等の安全管理に
資する

現場で飛行の中止を
求めることができるんです

現場でどこまで
対応できるのか…

何かが起きてからでは
遅いのだけど…

地域住民

地方

観光地等において人の頭上や
観光資産付近を無人航空機
（ドローン）が飛行し、
安全面に問題がある場合も

!地域の課題 な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

ドローンの有効利用にも
つなげたい

STOP!

住民サービスの向上

●地方公共団体がドローンの
飛行に関するルールを制定、
悪質な飛行に対し指導等で
安全なドローン利用の確保を行う

制度上の

支障
●飛行の具体的日時、場所の把握が困難
●許可等の有無にかかわらず、悪質な飛行に
対し飛行の中止等を求めることが可能か不明

ドローンの特別な飛行を行う場合には、
国土交通大臣の許可等が必要だが、

国
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発災後の迅速な災害ボラン
ティアツアーの催行による
早期復旧支援
～災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の運用改善～

04事例 地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「281」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

ポイント
自治体やボランティア団体等が主催する災害ボランティアツアーにつ
いて、参加者が把握されているなど一定の条件を満たすものについて
は旅行業の登録を受けないで、ツアーを催行することが可能となり、発
災後の迅速な被災地の復旧支援が可能に（通知）

被災地のためにがんばりましょう！

円滑なボランティアツアーの実施により
速やかな被災地の復旧・復興に貢献！

円滑な支援を
行いたいのですが、
時間がかかりそうです

速やかな
対応が可能になります

主催者が事前に参加者名簿を作成し、自治体や
社会福祉協議会等に提出し、参加者の安全確保対策を行えば、
一定期間内において旅行業の登録をせずボランティアツアーを
実施することが可能となった

被災地のために
ボランティアツアーを
早期に実施したい！

 提
案

地域の声

解決策 参加者の把握等がされている
場合には旅行業の登録を不要に

災害発生時にボランティアツアーを
実施しようとする場合、主催者が
旅行業の登録を受けるか、または
旅行業者に委託する必要があった

地方

制度上の

支障
!地域の課題 な

ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

住民サービスの向上

●災害発生後、速やかに
自治体等が自らツアーを
催行することが可能になる

旅行業の登録を受けている
自治体や社会福祉協議会は
限られているため、ボランティアツアーの
迅速な実施が困難。また、小規模な
ボランティアツアーの場合、
引き受けてくれる旅行業者も少ない

国
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05事例

学校給食費のコンビニ納付
実施により保護者の利便性
を向上
～学校給食費がコンビニ納付可能な歳入である旨を明確化～

地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「226」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

ポイント
学校給食費について、口座振替が不能になった場合等には金融機関で納付する
必要があったが、コンビニ納付が可能である旨が明確化されたことにより、保
護者の利便性及び収納率の向上が可能に

銀行等の窓口まで
行くのは面倒…

便利になって
うれしい！

未納金の悩みが
減りそう！

コンビニ納付可能か判断できません…

1.使用料 2.手数料 3.賃貸料 4.物品売払代金

5.寄附金 6.貸付金の元利償還金
※地方自治法施行令 （昭22政令16） 158条より

私人に徴収又は収納の事務を委任可能な歳入

私人に徴収又は収納の事務を委任可能な歳入

1.使用料 2.手数料 3.賃貸料 4.物品売払代金

5.寄附金 6.貸付金の元利償還金

未納金の徴収・督促は
大変なんです。

保護者 教職員

安定した学校給食の運営が
図られ、教育の充実につながる！

コンビニ納付は可能です

（通知）

コンビ
ニOK！

24H

 提
案

地域の声

学校給食費が物品売払代金に
該当することを明確化

地方

制度上の

支障

学校給食費のコンビニ
納付実施を求める声が
多数寄せられていた
!地域の課題 な

ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

住民サービスの向上

●保護者の利便性が向上
●学校給食費の未納金削減により、
教職員の負担軽減が可能に！

学校給食費が、コンビニ納付が
可能な歳入に該当するか不明確

国

解決策
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ご希望に合わせて交付できるようにします

※支給認定証の交付の申請をしていない場合は、
利用者負担額と併せて支給認定証の記載事項を通知する

1.認定の申請 2.認定

任意
3.交付

解決策 市町村は保育所等を利用しようとする
保護者から交付の希望があった場合のみ
支給認定証を交付することも可能に

国

支給認定証にかかわる
関係者の事務負担等を
軽減
～子ども・子育て支援制度の支給認定証を全国一律交付から希望者のみの任意交付に改正～

06事例 地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「28年」
管理番号「2・12」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

ポイント
保育園等への子どもの入所を希望する保護者に対し、市町村が必ず支給認定証
を交付しなければならない仕組みを、希望者のみへの交付も可能とすることに
より、発行者である市町村のみならず、保護者及び保育園等の負担を軽減

ほとんど使わないのよねぇ

お預かりするのが大変

保護者の就労状況に変更があるたび
交付するのはかなりの負担です

子育てママ

保管しなくて
よくなって
安心だわ 子ども達と向き合う

仕事に専念できます

（「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正）

1.認定の申請 2.認定

必須
3.交付

保育園園長

保育園
認定証
交付 提出市役所

保育園
認定証
交付

提出市役所

発行事務 保管 預かり

みんなすっきり！

希望者のみの交付に

 提案

地域の声

子ども・子育てのための
支給認定証の必要性が低い

地方

制度上の

支障!地域の課題 な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

住民サービスの向上

●手続きの簡素化や書類の
削減により、保護者や保育所等の
負担軽減が可能に!

市町村は保育所等を利用しようと
する全ての保護者に支給認定証を
交付しなければならない
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 提
案

地域の声

解決策 住宅を寄宿舎に転用することを
想定し、寄宿舎・簡易宿所等の
階段については以下のような
構造とすることを可能とする

戸建住宅をシェアハウスや
グループホームとして活用する
場合、大幅な住宅改修や
改修自体不可能な場合がある

地方

制度上の

支障
!地域の課題 な

ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

住民サービスの向上

●戸建ての空き家等を
シェアハウスやグループホーム等に
円滑に活用することが可能

寄宿舎と一般の住宅では、
建築基準法に規定される
階段寸法の基準が異なる

国

ポイント
既存住宅をシェアハウス等に転用して利活用するためには寄宿舎としての
階段基準を満たす必要があるが、手すりを設置するなど一定の安全上の措
置を講ずれば、階段基準（蹴上げ、踏面）を緩和することで大規模な改修工
事を要さず容易に有効活用が可能に

シェアハウスやグループホームは
建築基準法上寄宿舎になり、
住宅とは基準が異なる

地域資源の有効活用を促進し、
地域の活性化に資する

空き家を転用したいが改修が大変！

少ない改修で転用できそう！

条件を満たせば
寄宿舎に転用可能です

もう少しこの基準の差が
縮まらないでしょうか…

蹴上げ23㎝以下、踏面19㎝以上

階段の面側に手すりを設置、
踏面の表面を滑り止め加工

＋

住民に身近な課題を提案募集方式で解決へ

内閣府
地方分権改革推進室
次長 加瀬 德幸

提案年 事項 成果

都市公園の廃止が可
能である「公益上特
別の必要がある場
合」の明確化

自治体が、都市の集約化等の地域の実情に応じ、都市公園を廃止す
ることが公益上より重要であると、客観性を確保しつつ慎重に判断し
た場合、都市公園の廃止に係る「公益上特別の必要がある場合」に該
当し、廃止が可能であることを明確化。地域の自主的なまちづくりに
つながる。

26

公有地の拡大の推進
に関する法律に基づ
き取得した土地の活
用の促進

先買い土地制度に基づき取得した土地について、個々の土地ごとに
宅地としての賃貸又は譲渡が可能であることを明確化。また、国に相
談窓口を設置し、個別具体的な問題の解決に向けた相談に応じるこ
とにより、地域のニーズに応じた土地の有効活用の促進に資する。

28

【参考1】まちづくり・土地利用に関する提案

提案年 事項 成果

シカ、イノシシ等の被
害の防止に係る既存
の制度を組み合わせ
た対応方法の通知

一定の区域内において、シカ、イノシシ等の第二種特定鳥獣による被
害の防止を図りつつ、他の鳥獣の保護を図る必要がある場合の対応
について、対象狩猟鳥獣の捕獲禁止区域や休猟区の特例の活用等、
既存の制度を組み合わせた方法を、各制度の趣旨や具体的な事例を
含めて都道府県に通知することにより、シカ、イノシシ等による農林
業被害の防止や生態系への影響の抑止に資する。

28

提案年 事項 成果

地方債の財政融資資
金借入に係る提出書
類の簡素化

自治体による財政融資資金の借入に係る提出書類の削減等により、
自治体の事務負担を軽減。

26

都道府県経由事務の
廃止

国に対して行う届出等について、都道府県経由事務を廃止すること
により、届出者等の利便性向上や自治体の事務負担軽減に資する。

28
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【参考2】鳥獣保護（シカ、イノシシ等による被害防止）に関する提案

【参考3】事務負担の軽減及び行政の効率化に関する提案

コラム
07事例

階段基準の見直しにより、
空家等をシェアハウス等
として有効活用可能に
～既存住宅をシェアハウス等に転用する場合の階段基準（蹴上げ、踏面）の改正～

地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「28年」
管理番号「48」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

（「建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を
　定める件の一部を改正する件（平成29年国土交通省告示第868号）」）

　地方分権改革・提案募集方式では、本取組・成果事例集で取り上げた子ども・子
育てや医療・福祉分野などの他にも、まちづくり・土地利用や鳥獣保護に関するも
のなど様々な分野において、住民サービスの向上に資する提案が実現されており
ます。（参考1、参考2）。
また、地方における事務負担の軽減や行政の効率化に資する提案もあります。

これらの提案も、効率化により必要な業務にリソースを回すことが可能となること
で、最終的には住民サービスの向上に資することになるものと考えております（参
考3）。
このように、提案募集方式では様々な行政分野について、事務・権限の移譲や地方に対する規制緩
和を進めています。今後も幅広い分野において、地域が自主性を発揮し、住民がゆとりと豊かさを実
感できる社会の実現に向け、皆様方と一緒に取り組んでいきたいと考えております。何か制度上の困
りごとがあればお気軽に内閣府の方へお寄せいただければ幸いです。
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